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開    会 

 

○前田会長 それでは、始めることにいたしましょう。 

 総合通信基盤局の職員に、入室するように連絡をお願いいたします。 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局関係） 

 

（１）平成２４年度電波の利用状況調査の評価について（諮問第１５号） 

 

○前田会長 それでは、ただいまから審議を開始いたします。 

 最初に、諮問第１５号「平成２４年度電波の利用状況調査の評価について」

につきまして、竹内電波政策課長から説明をお願いいたします。 

○竹内電波政策課長 それでは、お手元の「諮問第１５号説明資料」によりま

して、昨年度実施いたしました電波の利用状況調査の結果、そして、その評価

についてご説明を申し上げたいと思います。 

 まず、表紙をおめくりいただきまして、調査、公表制度の概要についてご説

明を申し上げます。 

 電波法においては、３,０００ＧＨｚ帯以下の周波数の規律について定めてお

りますが、当該周波数帯について利用状況の調査をし、その結果に基づき、電

波の有効利用の程度を評価することが電波法に定められております。 

 これを受けて、省令で、右側に書いてございますが、周波数区分を、７１４

ＭＨｚ以下、７１４ＭＨｚを超えて３.４ＧＨｚ以下、３.４ＧＨｚ超というこ

とで、３つに区分をいたしまして、毎年度、このうちの一つの周波数帯を調査
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するということで、全ての帯域を少なくとも３年ごとに調査をするということ

で実施をしております。平成２４年度におきましては、赤で書いておりますけ

れども、一番高い３.４ＧＨｚ超の周波数帯を調査したということでございます。 

 周波数区分ごとの有効利用程度の評価は、実際に局数がどうなっているか、

周波数の使用期限を定めているようなものについてはその移行状況がどうなっ

ているか、需要の変動がどうなっているか、そういったことを踏まえまして、

利用状況が適切かどうかという評価をしているものでございます。 

 評価結果につきましては、当審議会に諮問させていただいて、答申がいただ

ければ、その結果を周波数再編に反映していくというような形で、私どものほ

うで対応させていただいているものでございます。 

 もう一枚おめくりいただきまして、２ページ目でございます。ページ番号は

右上に四角で囲ってございます。平成２４年度調査の概要と書いてございます。 

 （３）調査対象と書いてございますが、まず、時点につきましては、昨年３

月１日時点における状況を調査したということでございます。 

 調査対象は、先ほど申しました３.４ＧＨｚを超える周波数の無線局でござい

ますが、実際の数といたしましては、無線局数で１３.９万局、これは前回、３

年前に比べますと若干増えております。それから、実際の免許人の数といたし

ましては４万９,９００人ということで、これは前回より若干減少しているとい

うことでございます。 

 調査事項は、先ほど申しました免許人の数、無線局の数、通信量、有効利用

技術の導入予定、他の電気通信手段への代替可能性等について調査をいたして

おります。 

 調査方法といたしましては、局数ベースのものにつきましては、私どものほ

うで構築しておりますデータベースでございます、総合無線局管理ファイルを

活用して集計・分析を行っております。また、そのほか詳細につきましては、
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免許人の方々に質問票を送付いたしまして、その回答を集計・分析したもので

ございます。 

 結果につきましては、既に５月に意見募集を行っておりまして、５件の意見

提出があったところでございます。この内容につきましても、後ほどご説明を

差し上げたいと思います。 

 それでは、調査結果及び評価結果の内容について、ご説明を申し上げます。 

 最初に、３ページ目が、全体の評価をまとめた要約版のようなものでござい

ます。棒グラフがございますけれども、左側が、地方局ごと、地方ブロックご

との当該帯域の無線局数全体の推移、前回より増えているのか、減っているの

かということをブロックごとにお示ししてございます。これを見ていただきま

すとわかりますように、一番左の北海道、一番右の沖縄につきましては前回よ

り無線局数が増えておりますが、他の管区につきましては同程度、若干増減は

ありますが、それほど大きな変化は見られないということでございます。 

 なぜこうなっているかということにつきましては、下の四角の一番下に書い

てございますが、５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムの無線局の増加ということ

が、北海道、沖縄、いずれも増加要因の主なものとなっております。スマート

フォンとかブロードバンドの進展に伴いまして、地理的な状況で光ファイバが

引けないようなところで、５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムの増加ということ

で、こういうところが増えているということでございます。 

 右側が、３.４ＧＨｚ帯の周波数帯を、さらに９つの周波数ブロックに分けま

して、各周波数帯に増減を比較したものでございます。見ていただきますと、

左から４つ目の８.５ＧＨｚを超えて１０.２５ＧＨｚ以下というところが最も

局数が多いところでございまして、約４割を占めてございます。若干、局数と

しては前回よりも減っておりますけれども、ここが最も大きな局数を占めてい

るというのは前回と同様でございます。 
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 この帯域の主な用途は、下の（２）に書いてございますが、船舶無線航行レ

ーダー、いわゆる船舶レーダーに主に使われている帯域でございまして、局数

ベースではここが一番多いということでございます。 

 以下、それぞれここで９つに分けました周波数帯域ごとの増減、特徴につい

て、４ページ目以降でご説明を差し上げたいと思います。４ページ目以降は、

それぞれ９つに分けました帯域の低いほうから順番に、各帯域に１ページずつ、

調査結果と評価結果をまとめたものでございます。 

 なお、この資料の１３ページ目以降に、３.４ＧＨｚ帯以上の周波数帯の電波

の利用状況のグラフをお付けしておりますので、適宜そちらもご覧になってい

ただきながら、見ていただければと思います。 

 では、４ページ、（３.４－４.４ＧＨｚ帯）でございます。 

 こちらは全体の無線局数としては減少しております。調査結果の２番目にご

ざいますけれども、全体で２６％の局数の減となっております。 

 主な用途としては、航空機の電波高度計、音声ＳＴＬ／ＴＴＬ／ＴＳＬ、こ

れはアルファベットで恐縮ですけれども、ＳＴＬというのは、スタジオと放送

局の間の業務用連絡線でございます。例えば、ＡＭ放送局のスタジオから放送

施設までの連絡線を、これは光ファイバでやる場合もありますが、無線で接続

する場合に、この帯域を使っているということでございます。それから、放送

監視制御用の放送事業用無線局などで利用されております。 

 この帯域につきましては、ポツの３番目にございますが、ＳＴＬ、ＴＴＬと

いったものにつきましては、周波数の使用期限を定めておりまして、平成２４

年１１月３０日までとしていたものにつきましては、調査時点でございます昨

年３月１日時点では、５２局残っておりました。上の棒グラフでいきますと左

から４つ目のところ、５２という数字がございますが、残っておりましたが、

１１月３０日までに移行を完了いたしました 
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 下の評価ポイントというところに記載しておりますけれども、それぞれ目的

ごとに、国際的な周波数分配とも整合性がとれて、利用自体は適切にされてい

るという評価でございます。 

 ただ、この帯域につきましては、大きな周波数再編といたしましては、第４

世代移動通信システム用候補周波数と位置付けておりまして、３.４－３.６Ｇ

Ｈｚ帯につきましては、今後、具体的な割当てをしていく予定がございます。

さらに、その上の３.６－４.２ＧＨｚ帯についても、追加割当てを検討する予

定でございます。 

 高いほうの３.６－４.２ＧＨｚ帯につきましては、先ほど申しましたように、

移行が既に完了しておりますが、当面割当て予定の３.４－３.６ＧＨｚ帯につ

きましては、その中の低いほうの周波数、３,４００－３,４５６ＭＨｚ帯の中

で、まだ移行が完了しておらず、相当程度、放送事業用無線局が残っている状

況にございますので、ここの移行を円滑に進めて、第４世代移動通信システム

の導入に向けた環境整備を早急かつ着実に進めていく必要があるという評価と

いたしております。 

 なお、一番下のポツにございますけれども、実験試験局（３.４－４.４ＧＨ

ｚ）の無線局数の減少につきましては、棒グラフで見ますと右から４つ目でご

ざいますが、ここは実験用のＵＷＢ無線システムの実験をしておりましたが、

終了したということに伴って、減少が目立っているということでございます。 

 次に、５ページ目、（４.４－５.８５ＧＨｚ帯）でございます。 

 こちらは、棒グラフを見ていただいてお分かりのとおり、増加傾向が著しい

帯域となってございます。全体としても７７％の増加となっております。この

帯域の主な利用用途は、５ＧＨｚ帯無線アクセスシステム、それから、ＤＳＲ

Ｃ、これはいわゆるＩＴＳ関係の無線局でございます。それから、５ＧＨｚ帯

アマチュア無線、こういったところで主に利用されております。 
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 主としてこの中で増加しておりますのは、棒グラフの左から３番目、４番目、

５番目でございます。３番目と５番目はいずれも５ＧＨｚ帯無線アクセスシス

テム、これは、左から３番目が屋内専用で利用していただく５ＧＨｚ帯のもの、

それから、高いほうの周波数帯は屋外でも使っていただくものということでご

ざいます。その中間にＤＳＲＣがあるということでございます。 

 この帯域につきまして、評価のポイントに書いてございます。先ほど、沖縄、

北海道についてもご説明申しましたが、ポツの３番目にございますように、５

ＧＨｚ帯無線アクセスシステムの増加は、公衆無線ＬＡＮ基地局の増加に伴っ

てエントランス回線の利用の増加があるということでの増加でございます。Ｄ

ＳＲＣ（狭域通信）の無線局数の増加につきましては、ＥＴＣの設置局数の増、

それから、ＩＴＳスポットの増設等による局数の増加ということが原因となっ

ております。 

 他方、こういった無線局数の増加に出てこない、いわゆる免許不要の特定小

電力無線局につきましても出荷台数を調査いたしております。一番下のポツで

ございますが、免許不要の５ＧＨｚ帯の小電力データ通信システムにつきまし

ては、平成２１年度、前回調査時点での出荷台数は８３０万台でございました

が、今回は４,９００万台、約５倍に増えているということで、これは今後とも

増加が見込まれるということでございますので、ここの利用環境を整備すると

いうことからも、気象レーダーにつきましての周波数の狭帯域化、あるいは、

９ＧＨｚ帯への移行というものを着実に進めていくことが必要という評価とし

ております。 

 ６ページ目、３番目の周波数帯で、（５.８５－８.５ＧＨｚ帯）でございます。 

 当該周波数は、映像ＦＰＵ、電通・公共・一般業務用で主に利用されている

ところでございます。全体としては約３％ということで、微増しておりますけ

れども、見ていただきますと、映像ＦＰＵとか、映像のＳＴＬ／ＴＴＬとか、
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放送業務用と電通・公共・一般業務、主にこの２つの用途で使われてきた帯域

でございます。 

 この帯域につきましては、評価のポイントのところに書いてございますが、

デジタル技術の導入というのはかなり進んできております。国際的な周波数分

配とも整合がとれて、効率的に使われてきているという評価としております。 

 なお、従来、放送業務用に専用に割り当てておりました映像ＦＰＵ、ＳＴＬ

等の、上でいいますと（Ｄバンド）、（Ｃバンド）、（Ｂバンド）と書いてある帯

域につきましては、昨年７月以降、共用化してできるだけ効率的に使っていた

だこうということで、電気通信業務にも使用可能といたしております。 

 また、先ほどご説明いたしました第４世代移動通信システムの導入を予定し

ております、３.４ＧＨｚ帯からの移行先周波数としても予定しているところで

ございますので、今後、移行が進んでくると、ここの局数が増えてくるという

関係になりますので、状況を今後とも注視していく必要がありますし、利用効

率を高めていく必要があるという評価となっております。 

 ７ページ目、（８.５－１０.２５ＧＨｚ帯）でございます。 

 こちらは船舶航行用レーダー、遭難救助用レーダートランスポンダ等で利用

されておりますが、全体の局数としては微減、３％の減となっております。 

 船舶用無線局につきましては、国際的な条約等で用途、仕様等についても調

整されて使っておりますので、そういう意味では、国際的な調和のとれた利用

がされているという評価としているところでございます。 

 今後とも、こういった義務的な搭載というものがございますので、引き続き

一定の需要が見込まれるということでございます。 

 次に、８ページ、（１０.２５－１３.２５ＧＨｚ帯）でございます。 

 こちらは１１ＧＨｚ帯の電気通信業務、特にエントランス回線などで利用さ

れているバンドでございますが、最近では利用が減少しておりまして、全体で
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は約６％の減となってございます。 

 評価のポイントの下側のポツに書いてございますが、利用の減少している要

因といたしましては、高速通信を求めているという関係から、光ファイバへの

移行及び普及に伴って無線の利用が減少していると分析をいたしております。 

 他方、光ファイバの設置が、地理的な要因や経済的な要因で困難なエリアも

ございますので、こういった地域におきましては、逆に、無線システムの高速

化を可能にするような環境整備を行うことによって、こういった環境での利用

を可能にするため、光ファイバと同等の性能となる技術的条件の見直しを図る

ことが適当だという評価といたしております。 

 ９ページ、（１３.２５－２１.２ＧＨｚ帯）でございます。 

 こちらは、主として衛星アップリンク、電気通信業務のエントランス回線等

に使われている帯域でございます。全体としては３％、無線局数が増加いたし

ております。 

 評価のポイントのところで、ポツの２番目にございますが、１５ＧＨｚ帯の

エントランス回線、それから、１８ＧＨｚ帯のエントランス回線、ここはいず

れも、先ほどの帯域と同様でございますけれども、高速通信を可能にする環境

整備をやっていくことが適当としております。 

 棒グラフの２番目にございます衛星アップリンクのところが増えております

けれども、ここは、小型で可搬性に優れたＶＳＡＴ地球局が増加していること

が要因と分析をしております。 

 また、右からの４番目の移動衛星のアップリンク（Ｋｕバンド）が大きく減

少しているのが見てとれるかと思いますが、これは、従来サービスを提供して

まいりましたオムニトラックスというシステムが平成２３年３月にサービスを

停止したことに伴って、数が減少しているということでございます。 

 １０ページ、（２１.２－２３.６ＧＨｚ帯）でございます。 
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 こちらも電気通信業務のエントランス回線や加入者無線アクセス等で利用さ

れてきた帯域でございます。全体局数は、約２３％、大きな減少傾向を示して

ございます。 

 評価結果のポイントの２番目にございますが、こちらについても、やはり光

ファイバへの代替というところで利用局数の減少が見込まれると分析しており

ますので、高速通信を可能にする技術的条件の見直しが適当といたしておりま

す。 

 次の１１ページ、（２３.６－３６ＧＨｚ帯）でございます。 

 こちらは２６ＧＨｚ帯の加入者無線アクセスシステム、２４ＧＨｚのアマチ

ュア無線等で利用されているものでございます。局数は、先ほどの帯域同様に

減少いたしております。 

 評価結果のポツの２番目にありますように、同様に光ファイバの普及という

ところが原因と分析しておりますので、高速通信を可能にする条件の見直しと

いうことを記載しております。 

 なお、この帯域におきましては、ＵＷＢレーダーという車載の衝突防止用の

レーダーシステムの導入を可能としておりまして、２４.２５－２９ＧＨｚ帯と

いうところで、我が国の乗用車数８,０００万台に対して、７％の普及率まで許

容するということで制度整備をいたしましたが、現在のところは、全体で３万

台に達していないということですので、まだ一定程度、許容数がございますの

で、今後とも引き続き状況を把握していく必要があるといたしております。 

 １２ページ（３６ＧＨｚ超）の一番高い周波数帯でございます。 

 こちらは５０ＧＨｚ帯の簡易無線やアマチュア無線等で利用されておりまし

て、全体で１７％減となっております。 

 評価結果の２番目のポツに書いてございますが、従来、使われておりました

ＰＨＳのエントランス回線としての４０ＧＨｚ帯のシステムにつきましては、
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前回調査と同様に利用局数がゼロとなっておりますし、今後の需要もないとい

うことですので、ここにつきましては廃止をしていくことが適当と評価をした

ところでございます。この帯域につきましては、ミリ波の列車、あるいは航空

無線システムなどの帯域として利用することが適当と記載をいたしております。 

 以上が、主な調査結果及び評価結果でございます。 

 この内容につきまして意見募集を行いました結果につきましては、その後ろ

に、「委員限り」と右肩に記載しております資料があろうかと思いますが、その

ポイントをご紹介させていただきたいと思います。Ａ４縦の表になっているも

ので、左側に提出された意見、右側に総務省の意見を記載しております。 

 １点目は、個人の方のご意見でございまして、上から１０行目程度のところ

にありますが、無線局数の増減という分析のみならずリアルタイムの実際の電

波の送受信状況といったものを含めて分析すべきだというようなご意見でござ

います。これにつきましては、「総務省の考え方」の後段に書いてございますが、

発射状況の調査を行って、併せて分析をしていく予定ということで記載いたし

ております。 

 ２点目のご意見は、エヌ・ティ・ティ・ドコモからの意見でございます。３.

４－４.４ＧＨｚ帯、第４世代移動通信システム用の周波数ということで、ここ

について、速やかに使用期限を設定してほしいという意見が１点目、２点目は、

４.４ＧＨｚ帯以上のところで、ここも第４世代用周波数としての検討を促進し

てほしいというご意見、３点目は、その他のところで、固定通信システムの高

度化の検討促進ということでございまして、これらにつきましてはいずれも、

先ほどの評価結果というところと方向性としては一致しておりますので、賛同

意見として承りますということでございます。 

 ３点目は、ソフトバンクモバイル、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクＢ

Ｂ並びにWireless City Planningでございます。意見といたしましては、実は

-10- 



２通出ておりまして、ソフトバンクモバイル、ソフトバンクテレコム、ソフト

バンクＢＢの連名で１通、Wireless City Planningの名前で１通、全く同じ意

見が提出されておりますので、これを２件とカウントしております。 

 こちらの意見は、先ほどご説明いたしましたエヌ・ティ・ティ・ドコモの１

点目の意見と基本的には同じでございます。第４世代移動通信システム用の周

波数について、速やかに移行を完了する対策を実施すべきだというご意見でご

ざいますので、これについては速やかに検討するとともに、残っている局数の

定期的な公表についても検討しますという記載をいたしております。 

 ４点目は、イー・アクセス株式会社でございます。ここも、３.４ＧＨｚ帯に

ついて速やかな移行対策をお願いいたしますということで、先ほどのソフトバ

ンクモバイル等の意見に対する考え方と同等の考え方を記載しているところで

ございます。 

 以上が、平成２４年度に実施いたしました、３.４ＧＨｚを超える周波数帯に

おける電波利用状況の調査結果及び評価の結果でございます。ご審議のほど、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、あるいは、ご意見はござ

いますでしょうか。 

 では、私のほうから。基本的には、現在使われているものが有効に使われて

いるかどうかということが一番大きな評価項目だろうと思います。将来、周波

数割当計画の変更に対応するものだろうと思いますが、既に使用期限が決まっ

ていても、移行しないのは、それまで、基本的には待つという姿勢なんですね。 

○竹内電波政策課長 まず、使用期限が昨年１１月になっている部分につきま

しては、既に移行が順調に終わりましたという事実関係が１点、それから、ま

だ残っております３,４００－３,４５６ＭＨｚにつきましては、これは実態が、
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ＡＭ放送局とか、経営体力の低いラジオの局が多うございます。 

 こういったところにつきましては、今、放送システムの強靱化の議論とか、

東日本大震災を受けて、安否情報の送達とかそういったものを一層強化してい

くような議論や、そういったところのエリアを広げていくという議論も一方で

ございますので、今後、ネットワーク整備全体、ＡＭラジオ局としてどのよう

にやっていくかという議論と並行して、今、整備済の放送局とスタジオの間の

連絡用無線の設備変更をどうしていくかということを同時に議論していく必要

がございます。 

 現在の周波数再編アクションプランにおいて、期限の設定は、最長で平成３

４年１１月３０日といたしておりますが、仮に、全ての設備がこれまで移行し

ないということになりますと、それまで第４世代移動通信システムの導入の妨

げになりかねないということで、免許人の方々に個別に、計画を前倒しできな

いかということを要請、お尋ね、調査いたしながら、どういう形で前倒しでき

るかということを、先ほどご説明しました強靱化みたいな議論と並行しながら、

個別によく調整をしていきたいと考えております。 

○前田会長 調査の評価とは直接関係ないけれども、その後の政策として、も

っと加速するための何がしかを考えるべきだということでしょうか。 

○竹内電波政策課長 評価としては、環境整備を早急かつ着実にやっていく必

要がある。 

 どういう方策でそれをやっていくかということにつきましては、今後、具体

的に検討していきたいということでございます。 

○前田会長 それから、１５ＧＨｚ、１８ＧＨｚとか、同じ目的のために幾つ

かの周波数帯がとられていますね、これらは、基本的にはみんな光ファイバ等

に移行して無線局は減っているのではないかと思います。これらに共通した評

価は技術的条件の見直し云々と書いてありますが、これは、それによってどこ
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かの周波数帯が要らなくなるという意味合いなんですか。 

○竹内電波政策課長 現在、例えば携帯電話の基地局とか、ＬＴＥといった方

式を入れましたときに、従来は、５ＭＨｚ幅で割り当てをするといった程度の

伝送速度を前提にエントランス回線を張っておりましたので、従来の規格の１

１ＧＨｚとか１８ＧＨｚのエントランスで十分使えたわけですけれども、ＬＴ

Ｅも現在、高速化して、１０ＭＨｚ幅であったり、１５ＭＨｚ幅であったり、

より広い、よりハイスピードのＬＴＥ利用を可能にしようといたしますと、エ

ントランス回線自身を高速化する必要がありまして、現在の規格ではそこに十

分対応できない。 

 それに対応できているのは、今、光ファイバしかないということで、光ファ

イバで対応できるところについては移行が進んでいるわけですけれども、今後

残ってきますのは、光ファイバが張られていないところをどうするのか。そう

いったところは逆に、地理的な事情で光ファイバを張るのが経済的に著しく不

合理であれば、やはり無線で対応するしかないということですので、無線の高

速化ということを技術的に規格として認めることによって、そういったところ

については無線利用を促していって、こういった帯域を有効に使っていただこ

う。 

 ただ、どの帯域を使うのがより合理的かというのは、地形とか加入者数によ

って異なってくると思います。 

○前田会長 ある程度、技術的な進歩があったとしても、この３つか４つのと

ころは全部、それぞれの地形に対応して必要だということですか。 

○竹内電波政策課長 はい。一つには容量の問題がございますし、あとは地形

的な問題で、色々な選択肢は必要だという観点でございます。 

○前田会長 あと、６ページで、評価結果のポイントの最後のほうで、「既存無

線局の周波数利用効率を更に高めていく必要がある」云々ということだと、そ
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れに対応する何らかの方策があるということですね。 

○竹内電波政策課長 ここは、周波数の利用効率の高い方式を自在に入れられ

るような形で、あまり細かいことを技術基準で決めないとか、決めている場合

であっても、より効率のいい方式を追加していくということで、利用効率を高

めていくということでございます。 

○前田会長 ほかにはありますか。 

 自動車用のレーダーとして、さっき、数千万台のうちの３万台だけ云々とい

うのがありましたけれども、これは将来、ほとんどのものについていくという

ことになると、それはそれで別のことを考えないと、今のままではできないと

いうことですか。 

○竹内電波政策課長 レーダー用の無線設備につきましては、実は幾つかの周

波数帯がございまして、現在、広く市販されているレーダーシステムは、日本

の場合には、むしろ６０ＧＨｚ帯とか７６ＧＨｚ帯といったところが、衝突防

止のようなことで使われているのはそういったものが中心でございます。 

 これに加えまして、２０ＧＨｚ帯というのは、どちらかといいますと、ヨー

ロッパのメルセデスを中心とした企業が開発したものを、日本国内でも利用可

能にするということで制度整備をしたものでございます。ただ、電波天文とか

他の無線局との共用条件がございましたので、台数管理をした上で、要するに、

全ての車メーカーが責任を持って台数管理をするという前提の下で利用を認め

ているというものでございます。 

 将来的には、先ほどの周波数帯に加えまして、今後、国際的には７９ＧＨｚ

帯というところが、日、米、欧を含めて周波数を合わせて使っていこうという

ことでございますので、そちらが中心になっていこうかと思いますが、既に開

発済みのいろいろなシステムについても可能な範囲で認めていこうということ

で、制度整備をさせていただいたところでございます。 
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○前田会長 今の件で言うと、１４ページの周波数帯の使用状況で、一番下の

ところに自動車用レーダーというのが何カ所かあるけれども、矢印が３つあっ

て、７９ＧＨｚというのは、ちょうどほかに誰も使っていないから、メーカー

はそこを実験に使っているということですか。 

○竹内電波政策課長 茶色の一番右側の７８ＧＨｚから８１ＧＨｚというとこ

ろが、先ほどの日、米、欧で共通で使っていこうというのがこちらでございま

す。 

 今、実用化されておりますのは、その左側の６０ＧＨｚ、あるいは７６ＧＨ

ｚというのが、いろいろな車会社のコマーシャルで、自動で止まりますみたい

なものは６０ＧＨｚとか７６ＧＨｚを搭載しているもので、ただ、この周波数

は国によって、使えるところを工夫して、空けて使っているものですから、実

際には、国によって規格とか周波数が異なっておりますので、今後、コストダ

ウンとか、あるいは分解能を上げるという意味では、帯域幅を広くする必要が

ありますので、コストダウンと性能向上を両方達成可能なのは、やはり７８Ｇ

Ｈｚから８１ＧＨｚのところになります。 

 今後、長いトレンドで見ていくと、こちらに移っていくんだろうと見ており

ますが、そこまで待てないということで、現在はほかの周波数も認めていると

いうことです。 

○前田会長 それはまだ標準化されているわけじゃなくて、これから他国を巻

き込んで標準化しようということですか。 

○竹内電波政策課長 一部、我が国でも既に制度化をお認めいただいて、実用

化できる状況にはあるのですが、１つ、「電波天文」と下に黄色で塗ってある部

分がございまして、電波天文と被っている部分について共用条件をどうするか

というところが、国際的にまだコンセンサスが得られておりません。 

 ２０１５年のＷＲＣ、世界無線通信会議でこの件を議論するということにな
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っておりますので、その結果を受けて、国際的にオーケーであればゴーサイン

が出ていくということになろうかと思いますが、現時点は、ヨーロッパなどは

ある程度見切り発車的に、問題が起きたら解決するということで、一部導入が

始まりつつあるということでございます。 

 メーカーとしては、ここが利用可能になれば使えるというものづくりはして

おいて、現在は、使えないようにブロックした形で、狭い帯域でとりあえず使

えるようにするという形で、出荷が始まっているという状況でございます。 

○前田会長 ほかには何かありませんか。よろしいですか。 

 それでは、特にこれ以上の質問やご意見もないようですので、諮問第１５号

について、諮問のとおり評価することが適当である旨の答申をしてはいかがか

と思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 よろしいようでございますので、そのように決することといたし

ます。 

 答申書につきましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出して

ください。 

 

（２）無線設備規則の一部を改正する省令案について（諮問第１６号） 

 

○前田会長 それでは、次に参ります。 

 諮問第１６号「無線設備規則の一部を改正する省令案について」につきまし

て、山崎衛星移動通信課長から説明をお願いいたします。 

○山崎衛星移動通信課長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の「無線設備規則の一部を改正する省令案について」とい

う資料が３点ありますが、「説明資料」と「別添」資料でご説明申し上げたいと
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思います。３つ目の資料として、「諮問書」があり、縦書きの条文等が具体的に

ついておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 

 最初に、海洋レーダーがどういうものであるかということについて、「別添」

資料のポンチ絵、簡略化した資料がございますので、それに基づいて、ご説明

申し上げたいと思います。 

 イメージ図にありますように、陸上から海のほうに向かいまして電波を照射

します。海面にはさまざまな波長の波がうごめき合っている状況でございます

けれども、実質的に、海面のうち多くを支配している波というのがございまし

て、波長で言いますと、大体３ｍから５０ｍの波というものが一番多くあらわ

れる波だということで、その一番多くあらわれる波を利用して、照準に合わせ

て反射波を、散乱波と言っておりますけれども、返ってくる波、波の散乱も、

海面は透明度が高いので四方八方に反射するんですが、波の波長の２分の１の

電波を照射しますと、ちょうど後ろ側に、散乱波という形で強く戻ってくる波

がございますので、この波のエネルギーを取り出して、ドップラー効果と同じ

ように算出することによって、波がどちらに動いているか、どういう方向であ

るかということを解析して、実質的に把握するものでございます。 

 したがいまして、実際には陸上から海上に向かって、レーダーは１基ではな

く、複数以上のものを使うことによって精度を上げて、実質的には計測すると

いうのがレーダーの使い方だということでございます。 

 それでは、１枚目に戻っていただいて、今申し上げましたように、レーダー

はそういう形で測るものでございますけれども、「諮問の概要」にございますよ

うに、実質的には照射する電波の周波数が、３－５０ＭＨｚ帯というものを今

回はお願いしようということでございますけれども、波によって到達する距離

が違いますので、当然、海域の測る範囲が変わってきます。 

 今回の波でいいますと、長距離といっておりまして、１００ｋｍ程度のもの
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を測ろうという場合には４ＭＨｚ帯から１６ＭＨｚ帯の波を使うのがちょうど

いい。それから、中距離といいまして、５０ｋｍ程度の範囲を観測するという

意味では２４ＭＨｚから３０ＭＨｚ帯の電波を使う。それから、短距離といい

まして、１０ｋｍ程度、わりと目視が可能な範囲でございますけれども、そう

いったところでは４０ＭＨｚ帯の周波数が適当であるということで、現状にお

いては利用されている状況がございます。 

 海洋レーダーにつきましては、実は長い歴史がございまして、我が国におい

ても昭和６３年から、独立行政法人ＮＩＣＴの前身機関のときから実証実験的

に始まっておりまして、当時、海洋レーダーをどのように利用するかというこ

とで、一番は海流の観測、漂流物の追跡・探査等に役立てようということで研

究が始まったわけでございます。これらの研究につきましては現在までに、国

土交通省とか、海の安全を守るという観点で海上保安庁、それから、大学の機

関につきましては、例えば北海道では流氷の観測、琉球大学では黒潮の実質的

な流れがありますので、その観測等に、実験ということで開設して、レーダー

の性能等について検証している状況がございます。 

 これにつきましては、２０１２年１月から２月に開催されました世界無線通

信会議（ＷＲＣ－１２）の場におきまして、短波帯を使ってということで、先

ほど申し上げました、まさに３－５０ＭＨｚ帯の帯域でございますが、そこに

ついて国際的な分配がなされました。分配につきましては後ほどご説明します

が、それとともに、国際的な技術基準につきましても決議がなされまして、我

が国も、実験試験局ということではなくて実用局ということで運用が可能にな

ったわけでございます。 

 これを踏まえまして、今後、３－５０ＭＨｚ帯を使用する海洋レーダーにつ

いて、先ほど言いました漂流物の観測だけではなくて、もう少し幅広く、海洋

気象とか海象の状況の分析、研究、それから、船舶の安全航行への寄与が期待
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されるということで、先ほど申し上げました関係機関で利用することが期待さ

れているところでございます。 

 別添の資料に戻っていただきまして、今般、技術的に定めるものの概要でご

ざいます。「技術基準の概要」という２つ目の枠のところをご説明申し上げたい

と思います。 

 周波数帯につきましては、占有周波数帯幅の許容値というものを整理させて

いただいております。具体的には４,４３８ｋＨｚ帯から、一番高いところで４

２,７５０ｋＨｚ帯まで分かれておりますが、一番下のものにつきましては当初

より割り当てがされていたものでございまして、先ほど言いましたＷＲＣ－１

２では、上の８の周波数が割り当てられたところでございます。 

 これらのそれぞれの周波数につきまして幅がございまして、占有する幅につ

きましては、表にありますように、周波数の低いところでは５０ｋＨｚ、場合

によっては２５ｋＨｚ、周波数の高いところでは５００ｋＨｚと定めることで、

整理がされております。我が国もそれを準用する形で整理させていただきたい

ということです。 

 レーダーの変調方式につきましては、周波数変調ということで連続波方式、

これは一部、間欠的連続波方式も含むということで、実証実験を我が国でずっ

と行われていたのは、間欠的連続波方式が主に使われてきたことでございます

が、国際的には、連続波方式のほうが精度が上がりやすいということで、そう

いったものもあわせて導入するということで規定させていただいております。 

 また、これが２次業務に当たっておりますので、１次業務で、この周波数帯

につきましては、船舶局もしくは海岸局等で周波数を利用している部分がござ

いますので、モールス信号によりまして、まさに海洋レーダーとして使ってい

ますよという識別信号を発信するということが国際的にも整理されましたので、

これにつきましても同様に導入をするということで、モールス信号を送信する
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場合には振幅変調で行うということで、Ａ１Ａという方式を導入することにな

っております。 

 等価等方輻射電力につきましては、２５ｄＢＷを超えないものであるという

こと、それから、空中線につきましては、原則として指向性を持たせるという

ことで、陸域に向かないようにということで、他に影響を与えないという観点

から指向性を持たせるものでございます。 

 モールス信号につきまして、先ほど説明しましたけれども、識別信号を送る

ときの機能を有するものであるということで、これにつきましては機械的に送

出することも可能ですし、別に用意していただいて手動でやることも可能とい

うことで、そこについては幅を持たせていただいております。 

 使う周波数につきましては、レーダーで使う周波数帯を使うということで整

理をさせていただいております。 

 以上が技術基準の内容でございまして、これにつきましては、情報通信審議

会で昨年１２月から整理をさせていただいて、答申を踏まえて規定させていた

だくものでございます。 

 また、本年５月１日からパブリックコメント、意見募集をさせていただきま

したが、特段の意見がございませんでしたので、当初どおりということで、今

回、諮問、審議をお願いしているところでございます。答申をいただきました

ら、速やかに措置をしたいということで、手続を進めさせていただきたいとい

うことでございます。 

 よろしく審議のほど、お願いいたします。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 本件につきまして、ご質問、ご意見、ありますでしょうか。 

 実験に使っていたのは、もともとあったという一番下のところだけを使って

いたということですか。 
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○山崎衛星移動通信課長 そうですね。専らここと、もう一つは、２４ＭＨｚ

帯のところにつきましては実験試験局ということで、個別に審査して使ってお

りました。 

○前田会長 なるほど。 

 特にありませんか。 

 特に質問もないようでございますので、諮問第１６号につきまして、諮問の

とおり改正することが適当である旨の答申を行うこととしてはいかがかと思い

ますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 ご異議ないようですので、そのように決することといたします。 

 答申書につきましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出して

ください。 

 

報告事項（総合通信基盤局関係） 

 

○伝搬障害防止区域の指定について 

 

○前田会長 それでは、次に進みます。 

 報告案件として「伝搬障害防止区域の指定について」につきまして、森基幹

通信課長から説明をお願いいたします。 

○森基幹通信課長 お手元の青い棒グラフが入っている資料をごらんください。 

 まず、本伝搬障害防止区域制度及び本審議会との関係について、ご説明させ

ていただきます。恐縮ですが、資料の４ページをお開きください。「伝搬障害防

止区域の指定制度の概要」という資料でございます。 

 この制度でございますが、重要無線通信の確保と財産権の行使との調和を目
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的とした制度でございまして、高層建築物による重要無線通信の突然の遮断を

回避するために、下に挙げられているような制度をとっているものでございま

す。 

 具体的には、まず、重要無線通信でございますが、電気通信、放送、あるい

は、人命・財産の保護又は治安維持業務ということで消防、警察、水防、ある

いは航空保安、海上保安、警察、そういった業務を念頭に置いております。さ

らには気象、電気供給、列車運行業務、こういったものが重要無線通信業務に

当たります。 

 これらの無線について、免許人が必要とするときには、総務大臣に対して伝

搬障害防止区域の指定の申請をすることになっておりまして、その場合には、

特定の固定局間の中心線を境に５０ｍ幅、両側５０ｍということで、１００ｍ

幅を伝搬障害防止区域として指定することとなっております。 

 この区域内においては、建築主が一定の高層建築物等、具体的には３１メー

トル以上の工作物等を念頭に置いておりますが、それを建築しようとする場合

には、事前に総務大臣への届け出を義務づけておりまして、これによって重要

無線通信の伝搬と建築物が整合を保つようにということが保たれております。 

 具体に障害が発生する場合には、建築主と免許人の間で最長２年間、猶予期

間がありまして、その間に協議を行っていただく。協議が調わない場合には、

総務大臣にあっせんを申し出ることもできるとなってございます。それが伝搬

障害防止区域の制度でございます。 

 ６ページをあけていただきますと、伝搬障害防止区域制度を導入されました

のが昭和３９年でございますけれども、昭和５７年に、本来、電波法第９９条

の１１に基づいて、本電波監理審議会に必要的諮問事項として、その指定に当

たっては諮問することとされておりましたが、昭和５７年、２の下の丸のとこ

ろですが、諮問を要しない軽微な事項についてということで、指定以来２０年
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弱の月日が経過して、一定の業務として確立してきたということで、報告で足

りるということにしていただいております。 

 それでは、１ページにお戻りください。平成２４年度の指定状況についてご

報告させていただきます。 

 まず、平成２４年度の新規指定状況でございますが、２０８件で、うち電気

通信業務用が約７割の１５１件を占めております。 

 一方で、下の棒グラフを見ていただきますと、「平成２４年度の解除状況」と

いうところで、３０７件が指定解除となっておりまして、これが、先ほど利用

状況調査のほうでもご報告がありましたが、無線局によっては廃止されていく

ものもございます。そういったものに付随して指定されていた区域の解除を行

っていただいているもので、差し引き９９件の減少ということでございます。 

 １ページおめくりいただきますと、１のところでご説明したのが昨年度の状

況でございますが、昭和３９年からの累計の件数が、２の指定区域数累計とい

うところで、２４年度末時点ということで６,１３９件の指定がなされていると

ころでございます。その内訳は円グラフのとおりでございますが、電気通信業

務用が３,９００件余ということで、約３分の２を占めているところでございま

す。 

 ストックの状況、累計の推移について、最近５年間を見たものが下の３のと

ころでございまして、１ページおめくりいただきますと、全体の件数につきま

しては、直近３年間は、平成２２年度の６,２２６件から今年度の６,１３９件

ということで、微減傾向ということになっております。 

 さらに、下の参考の４のところでございますが、指定区域内で一定の高層建

築物、３１ｍ以上のものということで届け出があった件数が、平成２４年度は

９１８件でございまして、これにつきましては過去、毎年増加していくような

傾向が認められるのかと思います。 
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 ９１８件のうち、障害ありと判定されまして、建築主、免許人に通知されま

した件数が４件で、現在協議中のものが３件という状況になってございます。 

 なお、９１８件のうち関東地方が占める割合が従前から多うございますが、

５５１件で、全体の６割という数字になっております。 

 ご報告は以上でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 本件につきまして、ご質問、ご意見はございますでしょうか。 

 実際にあっせんに持ち込まれる例というのは、あるのですか。 

○森基幹通信課長 過去に１件ございましたが、基本的には２年間の猶予期間

もございますし、その間に協議が調えばそれで解決されるということになりま

す。先ほどの３ページでございますが、４の参考のところに、解決というふう

にありますけれども、例えば平成２０年度のところを見ていただきますと、１

４件のうち１２件はアンテナの位置を変える、伝搬路の迂回をするというよう

なことで解決が図られている例が多いようでございます。 

○前田会長 基本的に、新たに建築されるビル側が影響を受けることはないと

いうことですね、過去の例で見ると。 

○森基幹通信課長 おっしゃるとおりでございます。 

○前田会長 わかりました。 

 ほかにございますか。 

○山本委員 今の件ですけれども、平成２４年を見ますと、障害ありが４件、

解決したのが１件で、３件は協議継続中となっていて、数が少ないので、あま

り比較しても意味がないのかもしれませんけれども、何か協議が必要となって

継続中の案件の割合は増えている。 

○森基幹通信課長 これは、ちょっと表がミスリーディングかもしれません。

例えば、先ほど申し上げた平成２０年度の１２件というものが、この年度内に
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解決されたわけではなくて、これは２年たっておりますので、最終的に協議が

調った結果がこういう形であらわれているところでございまして、例えば２３

年度のものについては、まだ、猶予期間が１年ございますけれども、というこ

とで、協議中のものも含めて、今現在での状況をご報告しているのがこの数字

でございますので、必ずしも最近協議が調わなくなってきているとか、そうい

うわけではないと思います。 

 過去の例も見ますと、やはり協議には一定の時間を、１年とか１年何カ月を

要するものも多いようですので、委員ご指摘のような傾向まで判断できるもの

ではないと思います。 

○山本委員 協議継続中という案件は、例えば平成２３年度に届け出があって、

障害があって、まだなお協議が続いているというようなものが含まれていると

いうご趣旨で言われたんですか。 

○森基幹通信課長 そうです。平成２３年度の２件は、今現在の段階でまだ協

議中のものとしてカウントしているということです。ですから、協議中のもの

は最終的にゼロになります。 

○前田会長 よろしゅうございますか。 

 それでは、報告ありがとうございました。 

 以上で総合通信基盤局の審議を終了いたします。どうもありがとうございま

した。 

（総合通信基盤局職員退室） 

（情報流通行政局職員入室） 
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諮問事項（情報流通行政局関係） 

 

○日本放送協会の外国人向け協会国際衛星放送の業務の廃止の認可について 

 （諮問第１７号） 

 

○前田会長 それでは、審議を再開いたします。 

 諮問第１７号「日本放送協会の外国人向け協会国際衛星放送の業務の廃止の

認可について」につきまして、小澤国際放送推進室長からご説明をお願いいた

します。 

○小澤国際放送推進室長 国際放送推進室長の小澤でございます。「諮問第１７

号説明資料」に基づきまして、説明させていただきます。 

 申請の概要でございますが、日本放送協会から放送法第８６条第１項の規定

に基づきまして、下の表のとおりの協会国際衛星放送の業務の廃止の認可の申

請がございました。 

 中身でございますけれども、ＮＨＫワールドＴＶといいます２４時間英語放

送の外国人向け協会国際衛星放送を、メガメディア・インドネシア社という会

社が運用する衛星、名前をパラパＤという衛星なんですけれども、これの放送

を廃止するに当たり認可をいただきたいというものでございます。 

 若干、補足説明をさせていただきたいと存じます。７ページをごらんくださ

い。 

 「テレビ国際放送の概要」という表がありますけれども、ＮＨＫワールドＴ

Ｖにつきましては、基本的には、上にありますＩＳ－２０、ＩＳ－１９、ＩＳ

－２１という、基幹衛星と呼んでございますけれども、この３つの衛星により

ましてほぼ全世界をカバーしているところでございます。 

 ただ、この衛星の電波自体は、Ｃバンドというものでございまして、大きな
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アンテナでしか受信することができないということで、ＮＨＫのほうは、残り

２１基の衛星、地域衛星と呼んでおりますけれども、これらの２１個の下にあ

ります衛星を、スカパーみたいなイメージの会社と契約して、それぞれの国に

おいて放送しているというところでございます。 

 そのうち、真ん中辺にパラパＤという衛星がありますが、インドネシアを対

象としている衛星でございまして、この衛星自体は、実は３つの電波を流して

おります。ほかの２つの衛星波でもインドネシアに対して、別の放送事業者に

よりましてＮＨＫワールドＴＶが流れているんですけれども、このうち一つを

廃止するということでございます。 

 １ページにお戻りいただきまして、廃止を必要とする理由でございますが、

この放送自体は平成２４年２月１日から放送してもらっていたところなんです

けれども、対象受信可能世帯、契約している世帯は７,８３８世帯ということで

ございました。 

 この５月に先方のメガメディア・インドネシア社からＮＨＫに対しまして、

チャンネルラインナップを変更するので打ち切らせてもらえないか、７月１日

をもって打ち切ることにしたいという通知がありました。その後、いろいろ交

渉を重ねてきたりしていたんですけれども、ＮＨＫから、特にこの放送に当た

って費用を負担していないということと先方の意思が非常にかたいということ

で、今後は放送継続が困難ということで廃止をしたいということでございます。 

 なお、先ほども申し上げましたが、インドネシアにおきましては同じ衛星を

使いまして、衛星事業者２社で合わせて３６０万世帯が、現在でも、今後も視

聴可能ということでございます。 

 ３ページの審査でございますけれども、廃止によってどういう影響がもたら

されるかという観点から検討をさせていただきました。 

 協会国際衛星放送自体は、放送法第２０条第１項によりまして、ＮＨＫが行
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わなければならない業務でございますけれども、当該衛星の放送業務が廃止さ

れても、まずは、ＩＳ－１９というＣバンドの電波が降っているということと、

受信可能世帯が、全世界１億６,０００万世帯に比べて７,８００世帯というこ

とで、非常に少ないということですので、ＮＨＫが必須業務を毀損するもので

はないと認められます。 

 また、放送法第６５条第１項の規定によりまして、総務大臣要請放送を実施

することが定められておりますけれども、今回の廃止によりまして、要請放送

の要請の中身に支障が生ずるかといいますと、上と同じでございますけれども、

ＩＳ－１９の放送区域に依然として含まれているということと受信可能世帯が

少ないということで、要請放送の確実な実施に支障を来すものではないと認め

られます。 

 ３番目でございますけれども、先ほど、ＮＨＫの廃止の理由のところにもご

ざいましたが、先方の事情によるもので、ＮＨＫとしても、粘り強く放送継続

について交渉を行ったところでございますが、先方の意思がかたく、放送継続

は困難で、また、当該事業者とＮＨＫとの契約は無償契約ということで、衛星

の借用料等の問題も発生しないということで、以上のことから、廃止の認可申

請はやむを得ないものと認められます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの件につきまして、ご質問、ご意見ありますでしょうか。 

 費用的には、そこの衛星に向けて飛ばしている設備がなくなるということだ

けだということですか。 

○小澤国際放送推進室長 この事業者、メガメディア・インドネシア社自体は、

ＩＳ－１９から電波をとりまして、それを地上からパラパＤにアップリンクを

させて……。 
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○前田会長 向こうの事業者がやっているということですか、パラパＤに飛ば

しているのは。 

○小澤国際放送推進室長 パラパＤに飛ばしているのは、メガメディア・イン

ドネシア社が飛ばしています。 

○前田会長 そういうことですか。ＮＨＫはもともと何も、ハードには関与し

ていない。ＮＨＫの番組を放送することについてお願いをしただけだというこ

となんですね。 

○小澤国際放送推進室長 そうですね。 

○前田会長 ほかには、何かありますか。 

○松﨑委員 ７,８３８世帯というのは、その後の、３６０万世帯において視聴

が可能という中には含まれないのですか。 

○小澤国際放送推進室長 基本的には含まれないと思います。別の事業者で衛

星放送を見ている人ですので、そこの新しい３６０万世帯の２つの事業者と契

約をし直さないと、ワールドＴＶは見られないと思います。 

○松﨑委員 放送は見られるんだけれども、この７,０００世帯の方々は、見た

いなら契約し直さないといけないわけですね。 

○小澤国際放送推進室長 そのほかにも廃止されるものを見たければ、そこと

契約しなければいけないと思います。 

○松﨑委員 では、実害があるのはこの世帯の人たちということなんですね。 

○小澤国際放送推進室長 はい。 

○松﨑委員 この世帯の方々は、在インドネシアの邦人なのでしょうか。それ

とも、インドネシアの国民なのでしょうか。 

○小澤国際放送推進室長 基本的にはインドネシアの国民の方だと聞いており

ます。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょうか。特にありませんか。 
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 特にないようですので、それでは、諮問第１７号につきまして、諮問のとお

り認可することが適当である旨の答申を行ってはどうかと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 特に反対意見もないようですので、そのように決することといた

します。 

 答申書につきましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出して

ください。 

 以上で情報流通行政局の審議を終了いたします。どうもありがとうございま

した。 

（情報流通行政局職員退室） 

 

その他 

 

○よさこいケーブルネット株式会社及びテレビせとうち株式会社を当事者とし

た再放送同意に関する裁定処分に係る異議申立てについて 

 

○前田会長 最後に、進め方のところでも触れましたけれども、「よさこいケー

ブルネット株式会社及びテレビせとうち株式会社を当事者とした再放送同意に

関する裁定処分に係る異議申立てについて」、何回かこの審議会でも審議してま

いりましたけれども、起草委員について申し合わせを行いたいと思います。 

 本件につきましては、山本委員と一緒に、山田前委員が起草委員としており

ましたけれども、山田委員がご退任になりましたので、後任の村田委員に起草

委員として決定案の作成をお願いしたいと思いますが、よろしゅうございます

か。 
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 ぜひよろしくお願いします。今後、審議を進めて、山本委員とご一緒に決定

案の作成をよろしくお願いいたします。 

 

閉    会 

 

○前田会長 ということで、本日の議題は全て終了でございまして、これにて

終了いたします。 

 次回の開催は平成２５年７月１０日、水曜日、１５時からを予定しています

ので、よろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 
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